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表－ 1 道路種別毎の街路樹総量 

表－ 2 高中木の樹種別本数（上位１０種） 

街路樹路線 高中木（本数） 低木（面積）

国県道 40路線 約6,000本 約81,200㎡

市道 189路線 約8,200本 約64,400㎡

合計 229路線 約14,200本 約145,600㎡

樹種 本数 樹種 本数 樹種 本数
1 ケヤキ 2499 イチョウ 833 ケヤキ 2123
2 イチョウ 1616 サザンカ 672 サクラ 892
3 サクラ 1082 ベニカナメモチ 654 イチョウ 783
4 クスノキ 918 キンモクセイ 508 トウカエデ 670
5 クロガネモチ 827 クスノキ 463 ハナミズキ 497
6 サザンカ 823 クロガネモチ 445 クスノキ 455
7 ハナミズキ 760 ケヤキ 376 クロガネモチ 382
8 トウカエデ 680 ハナミズキ 263 コブシ 203
9 ベニカナメモチ 656 サクラ 190 モミジバフウ 174
10 キンモクセイ 640 コブシ 188 ソメイヨシノ 165

国県道 市道全体
ランク
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図－ 2 高中木の樹種割合 
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表－ 3 道路構造令の変遷

 
表－  4 道路緑化技術基準の変遷

 

S45 S58 H16 H27

（記載なし） ４種１級

1.5ｍ

歩道は S45 と同値

自歩道:2.0～3.5ｍ 以上

歩道は S45 と同値

自歩道:1.5～2.0ｍ 以上

－

４種３級 1.0～1.5ｍ 以上

歩道:2.0～3.5ｍ 以上
（自歩道:3.0～4.0ｍ 以上）

高木の植樹間隔は、通常の人工仕立てでは、樹冠幅（通常4～
6m）に約2mを加えた距離、すなわち6～8ｍとするのが一般的で、
自然仕立てにおいて更に大きい樹冠幅となる時は、10～12ｍとする
場合もある

道路構造令

植樹対象路線 ４種１級および２級

植樹帯幅 1.5ｍ を標準（1ｍ 以上 2ｍ 以下を意味する）

歩道幅員

４種２級 1.5～3.0ｍ 以上

植栽間隔

道路緑化技術基準 S51 S63 H27

道路緑化の基本方針

道路緑化は、道路交通の安
全と快適性を高めるとともに、
沿道の自然環境の保全、生
活環境の改善に資するよう、
積極的にその推進をはかるも
のとする。

道路緑化は、道路の景観の
向上及び沿道の生活環境の
保全を図るものとして、道路
交通の快適性、安全の確
保、自然環境の保全等に資
することを目的として、積極的
かつ計画的にその推進を図る
ものとする。

道路緑化に当たっては、道
路交通機能の確保を前提に
しつつ、（中略）道路空間
や地域の価値向上に資する
よう努めるとともに、交通の安
全、適切な維持管理及び周
辺環境との調和に留意しな
ければならない。
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図－ 3 街路樹や道路除草に関する市民からの要望推移（単位:件） 
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除草 街路樹

【 具体的要望 】
• 通行に支障する樹木の撤去、枝を剪定して欲しい
• 腐った枝が見受けられるので処理して欲しい
• 街路樹の落葉が多く側溝が詰まるので伐採してほしい
• 街路樹に害虫がいるので消毒して欲しい
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図－ 4 街路樹管理・道路除草 決算額推移（単位:千円）

 
図－ 5 街路樹管理・道路除草経費の将来見通し（単位:千円）
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図－ 6 計画の位置づけ

 

熊本市 国 熊本県

都市マスタープラン

景観計画

自転車利用環境整備計画

無電柱化推進計画

熊本市域街路樹再生計画

緑の基本計画

第７次総合計画

熊本益城大津線
街路樹管理に関する

見直し改善方針

整合 連携

整
合

街路樹維持管理
・改善マニュアル参

考
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図－ 7 重点路線決定の概念図

【計画策定のポイント】
① 効果の早期実現・実現可能性を重視

② 本市をイメージ付ける幹線道路を対象

③ 路線毎の実施計画とする

④ 市域内路線の統一を図る

【計画の基本方針】
① 安全で快適な街路樹空間形成

➁ 周辺と調和した良好な街路樹並木による
景観と都市の魅力向上

③ 適正かつ効率的な維持管理の推進

【対象路線の考え方】

景観を重視する路線防災・減災を重視路線幹線道路ネットワーク

【選定対象】

２環状１１放射道路網
景観計画

（特定施設届出路線 等）緊急輸送道路網

【関連計画】 無電柱化推進計画自転車利用環境整備計画
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図－ 8 重点候補路線ネットワーク図
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表－ 5 重点候補路線一覧
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表－ 6 街路樹カルテ 

本 本 ㎡ ㎡ ㎡

写真

① 樹勢衰弱・樹木異常
② 幅員不足
③ 視距不良・視認性低下
④ 施設接触
⑤ 路面異常
⑥ その他
⑦ 過密化
⑧ 樹形不良
⑨ 樹木並列
⑩ 管理費
⑪ 要望

主な要望苦情

所見

優先度判定
高 中 低

管
理

景
観

安
全
・
安
心

街路樹の課題

着眼点 項目 有無 詳細 備考

樹種

路線
概況

街
路
樹
量

高・中木 低木

樹種 樹種 樹種 樹種

【調査のポイント】 
 ・ 街路樹の樹勢（健全度）や異常の有無 
 ・ 街路樹に起因する支障状況 
  （根上り、通行支障、交差点・標識・信号等の視距不良、施設破損 等） 
 ・ 道路構成（歩車道幅員構成、道路附属物や占用物件の状況） 
 ・ 沿道の土地利用状況 
 ・ その他（緊急処置木、雑草繁茂、鳥糞害 等） 
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図－ 9 現地調査状況資料 
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図－ 10 重点路線の位置図
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図－ 11 対応基準の分類図 

 

 

 

分類１: 再整備 ・・・課題がある樹木を更新、伐採することによる路線全体の再生を図るもの

分類２: 保全 ・・・既存の樹種の継続を基本に、樹木の回復、保護等を図るもの

分類３: 日常管理 ・・・通常実施している維持管理によって対応するもの

分類１:再整備

治療・保護更新（異種）

伐 採

分類２:保全

維持管理

分類３:日常管理

更新（同種）

対応基準 対応基準対応基準

街路樹が抱える諸課題

 重点路線整備計画に適用

 重点路線を含むすべての路線に適用
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表－ 7 伐採の対応基準 

図－ 12伐採後のイメージ図  

適用条件
樹勢衰弱
樹木異常

虫害や欠損による腐朽等による樹木の回復・成⾧が見込めないもの

幅員不足 有効幅員2.0ｍが確保できない樹木
横断歩道の前後5.0ｍ以内にあり、視距を妨げるもの
信号柱から5.0m以内にあり、視距を妨げる樹木
標識の前方3.0ｍ以内にあり、視距を妨げる樹木
街路灯の前後3.0ｍ以内にあり、視距を妨げる樹木

施設接触 架空線等の他の施設へ接触している樹木路線
路面異常 根上り等の路面異常をきたしている樹木
その他 交差点・横断歩道・自転車横断帯・乗入れ施設などの付近で視距を妨げる樹木
過密化 植栽間隔が基準（10～12m）よりも狭く、間伐しても問題のない樹木
樹形不良 巨木化や地元要望により強剪定をした結果、良好な樹形の回復が見込めないもの

樹木並列
沿道にある公園や樹林地の樹木を含め2列植栽されている路線で、沿道の土地利用を考
慮し撤去しても十分な緑を確保できる樹木

要望 沿道の市民等に過度な影響を与えており、地域からの要望が統一されている樹木

管理費
道路幅員や道路空間に対し街路樹が巨木化している事等により管理費が比較的高額な
樹木

管理

視距不良
視認性低下

景観

安全
安心

区分
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表－ 8 更新の対応基準

 

表－ 9 治療・保護の対応基準

  

適用条件
事故発生 同種の樹木が連続的に植樹されており、巨木化や腐朽に伴う事故等の課題が多い路線
幅員不足 歩道幅員が連続して2.0ｍ確保できていない路線
路面異常 根上り等による著しい路面異常が連続的に発生している路線
施設接触 架空線等の他の施設へ連続的に接触している路線
その他 交差点・横断歩道・自転車横断帯・乗入れ施設などの付近で視距を妨げる路線

樹木バランス 道路幅員や道路空間に対し街路樹が連続的に巨木化している路線
樹形不良 巨木化や地元要望により強剪定をした結果、良好な樹形の回復が見込めない路線

樹木並列
沿道にある公園や樹林地の樹木を含め2列植栽されている路線で、沿道の土地利用を考
慮し撤去しても十分な緑を確保できる路線

要望 沿道の市民等に過度な影響を与えており、地域からの要望が統一されている路線

管理費
道路幅員や道路空間に対し街路樹が巨木化している事等により管理費が比較的高額な
路線

区分

安全
安心

景観

管理

適用条件
視距不良
視認性低下

伐採の適用条件のうち、整枝剪定（枝抜き）や軽剪定により改善が見込まれる樹木

施設接触 架空線等の他の施設へ接触している樹木路線
路面異常 根上り等の路面異常をきたしているものの、植栽基盤改良により改善が見込まれる樹木

景観 樹形不良
道路幅員や植樹桝など道路空間に対する樹木の成⾧に余裕がある箇所において、樹形
不良が発生している樹木を対象に、整枝剪定（枝抜き）や軽剪定を継続的に行うことよ
る樹形の回復が見込まれるもの

要望 沿道の市民や地域からの要望に基づき、樹木の保存が望まれているもの

保存
道路幅員や植樹桝など道路空間に対する樹木の成⾧に余裕がある箇所において、熊本ら
しさを醸し出すシンボルツリーと認められるもの

管理

安全
安心

区分
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表－ 10 低木の対応基準 

  

適用条件
幅員不足 有効幅員2.0ｍが確保できない低木
視距不良
視認性低下

横断歩道の前後5.0ｍ以内にあり、視距を妨げるもの

その他 交差点・横断歩道・自転車横断帯・乗入れ施設などの付近で視距を妨げる低木
植生不良 土壌等の原因により枯死している低木
樹形不良 植樹桝に対し大きくなり過ぎたため、既定の剪定で良好な枝葉や花が形成されない低木

環境適合
交通量、道路幅員、沿道環境、土壌環境等のバランスを考慮し地被類への転換が望まし
い箇所

植樹場所 高木付近に植樹されており高木への病虫害を発生させる恐れがある低木
要望 沿道の市民等に過度な影響を与えており、地域からの要望が統一されている低木
管理費 管理費が比較的高額な低木

官民連携 地域における花苗の植樹等、花壇管理を行う意向が強い箇所

区分

景観

管理

安全
安心
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表－ 11 管理目標樹形の設定手順
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図－ 13 グリーンインフラ事例 

  

NY 市レインガーデン模式図 横浜市グランモール公園の断面模式図 

雨水が流入口からレインガーデンに入り、礫で

構成された雨水貯留槽で地下に浸透する。浸透量

を超える雨水は流出口から出ていく仕組み。内水

氾濫防止に効果を発揮する。 

雨水貯留・浸透が可能な貯留砕石路盤を使用して樹木

を生育させ、樹木からの蒸散作用と路盤からの蒸発作用

を活用し涼しい空間を実現。 
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ベンチ ウッドチップ 
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これまで 今 これから

道路美化ボランティア制度

道路除草地域協働

・道路清掃が中心
・無償

・有償で地域が道路除草

NEO GREEN PROJECT ・多様な主体の参画による
みどりのまちづくり

公民連携を拡充
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図－ 14 公民連携の概要  
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図－ 15 街路樹管理に関する公民連携イメージ 
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図－ 16 街路樹利活用に関する公民連携イメージ
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図－ 17 公民連携の段階的発展イメージ

 

■街路樹に対する意識啓発
■モデル地域における試行

■周知・横展開

■シビックプライドの定着

■全国都市緑化くまもとフェア

■地域間での取組みの共有・拡散

■NEO GREEN PROJECT
・スポンサー花壇、ボランティア花壇
（スキーム検討・募集）

■除草地域協働の試行

■ NEO GREEN PROJECT
・緑に関する取組みの拡大

■道路美化ボランティア制度改定検討
■民間の取組みに対する表彰等

■民間主導での取り組みへの行政支援

2019‘

■実施主体へのインセンティヴ ■コンテスト、表彰、広報等

民間

行政

民間

行政

民間

民間

行政

民間

段階１

段階２

段階３
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図－ 18 公民連携の多様的・波及的発展イメージ 
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重点路線整備計画 



－ 該当

熊本城

市役所・通町筋

イオン中央店

九州学院

新水前寺駅

ピアクレス

本 本 ㎡ ㎡ ㎡

ケヤキ 35 キンモクセイ 8 1941.3 549.9 80.7

イチョウ 588 ヤマボウシ 3 975 237.5 58

ハナミズキ 35 923.8 98.5 48.8
579.2 88.9 415.5

写真

① 樹勢衰弱・樹木異常 本 ％ 1､2､5

② 幅員不足 本 ％

③ 視距不良・視認性低下 本 ％

④ 施設接触 本 ％ 3

⑤ 路面異常 本 ％ 4

⑥ その他 本 ％

⑦ 過密化 本 ％

⑧ 樹形不良 本 ％

⑨ 樹木並列 本 ％ 6

⑩ 管理費 本 ％

⑪ 要望 本 ％ 5

主な要望苦情

街路樹にとまるムクドリが糞を落として困るのでなんとかしてほしい。

街路樹の枝を剪定してほしい。

落葉や信号が見えにくいため日銀前のイチョウを剪定してほしい。

優先度判定
高 中 低
○

有

21.83

5 0.74

所見

安心・安全、景観の課題は8/9項目が該当しており、安心・安全面でイチョウの高木化に伴い［架空線等施設の接触］を起こしている樹木も多
く、繁茂時期には信号等の施設の視距不良を誘発することも課題として挙げられる。100ｍ当たりの高中木の管理コストについては、産業道路と
同等程度に高い。イチョウはシンボリックな存在である一方、落葉に起因して路面が滑ることや清掃に係る苦情も多く、交通局では市電の滑動防
止のため砂撒きを実施している。
市電を有する本市の主要幹線道路であるが、熊本益城大津線（第二空港線）と同様に無理な強剪定が樹形不良に繋がっているような樹木も
あるため、対策優先度は高い。

有 6

有 11 1.62

有 210 30.97

有

有 33 4.87

148

有 118 17.40 管理費が比較的高額な樹木

有 16 2.36

0.88 地域からの要望が統一されている樹木

草地 ﾌｨﾘﾌｪﾗｵｰﾚｱ その他25種

街路樹の課題

着眼点 項目 有無 詳細 備考

有 42 6.19

無 0 0.00

19 2.80

有

路線
概況

本路線は、「 電車通り 」 と呼ばれ、大正13年に開通した市電を有し、中心市街地と阿蘇方面を連結する市内の主要幹線道路である。
市電が走る軌道敷と６車線道路で構成され、歩道幅員は2～7m。益城町境付近を除いて無電柱化され、また、全区間連続的に道路照明灯
が設置されている。沿線には熊本城、水前寺公園、江津湖などの観光・名勝施設を有し、沿道には、病院、教育施設、商業施設、比較的高層
な社屋やマンションなどが点在し、市民の通勤・通学、また、バイパスとしての機能を担っている。
路線延⾧9.3ｋｍ内に、市木であるイチョウが多くを占め、次いで、ハナミズキなど約670本の高中木と、歩道には約6,000㎡の低木の植樹帯が
ある。なお、植樹帯の一部は景観配慮型の植樹桝が設置されている。

街
路
樹
量

低木

樹種

花類 キンモクセイ オタフクナンテン

サツキﾂﾂｼﾞ カンツバキ ハイビャクシン

樹種 樹種 樹種 樹種

ヒラドツツジ ハマヒサカキ ヘデラ

⑧

沿道施設等

番号 名称

①

②

高木 中木

関連計画 無電柱 自転車

③

④

⑤

⑥ 砂取小・熊本商業高

⑦ 熊本マリスト学園

安
心
・
安
全

景
観

管
理

街　路　樹　路　線　カ　ル　テ（令和3年8月）

路線名
道路級種 交通量

選定対象

区分 名称 ２環11放 緊急輸送 景観計画

主要地方道 熊本高森線 ４種２級 52,000台／日 該当 1・2次 該当

路線位置図 路線延⾧:9,270ｍ

写真１_起点

写真５_マリスト高校から終点方面

写真２_城東郵便局から終点方面

写真３_水前寺公園前郵便局より起点方面 写真４_熊本商業高校から終点方面

写真６_花立２丁目交差点付近から終点方面

写真６→

景観配慮型植樹桝

熊本高森線路線カルテ-1



ケ
ヤ
キ

自然樹形 現況樹形

ハ
ナ
ミ
ズ
キ

現況樹形

現況樹形

自然樹形

ク
ス
ノ
キ

自然樹形

［樹形不良］自然樹形と現況樹形との対比

イ
チ
ョ

ウ

自然樹形 現況樹形
樹勢衰弱

樹木異常

(開口空洞･内部腐朽)

架空線接触

根上り

虫害(イチョウ)

樹木並列

低木生育不良

課題写真１

課題写真３

課題写真２

課題写真４

課題写真６

課題写真７ 課題写真８

課題写真５

熊本高森線路線カルテ-2



熊本高森線整備計画-1 

 

主要地方道熊本高森線 整備計画 令和 4年度改訂版 

1．本路線における街路樹 

1）整備背景 

本路線の沿線には、主に市木であるイチョウが植樹されて

いる。本路線のイチョウは、昭和 28年と 32年に発生した 2

度の大水害からの復興整備の時期にあたる昭和 35年前

後から植栽が進められたことが推測され、今日まで約 60年

間にわたり存在してきた。 

2）現在の概況（令和 3年 8月） 

区間延長 9.3ｋｍの歩道植樹帯には、イチョウを主に

658本の高木と、約 6,000㎡の低木がある。なお、植樹帯の一部は景観配慮型

の植樹桝が設置されている。（詳細は街路樹カルテ参照） 

3）街路樹の課題 

本路線の街路樹が抱える課題として、根上りによる路面異常や架空線接触等が

挙げられるとともに、無理な強剪定に起因した樹形不良が多数見受けられる。（詳

細は街路樹カルテ参照） 

2．環境別区間設定 

路線の整備計画立案にあたっては、道路構造や街路樹状況が類似する範囲毎に区間を設定する。 

 

 

 

 

3．路線全体の整備方針 

道路緑化技術基準、街路樹維持管理・改善マニュアル［熊本県］及び本計画における再生の対応基準を本路線の課題にマッ

チングさせることを前提としたうえで、路線全体の整備方針は以下のとおりとする。 

1. 市木であるイチョウが高中木全体の８割を占めており、電車通りの街路樹として印象づけられていることを考慮し、樹

種の継続を基本とする。ただし、必要に応じて重点区間を設定し、植栽基盤の改良や樹種変更を検討する。 

2. 高木の管理目標樹形は自然樹形を基本とし、現況より樹冠を広げつつ景観や緑陰の確保に努める 

3. 自然樹形を前提に、道路幅員や現在の樹高を考慮したうえで樹木間隔は概ね 10～12ｍを確保する 

4. 街路樹再生の対応基準を踏まえつつ、路線の位置づけや上記１．～３．とのバランスを考慮し、高中低木の伐

採及び伐採により著しく連続性が損なわれる箇所の補植等の適正化を図る 

 

4．樹種別の理想樹形 

 

 

  

イチョウ ケヤキ ハナミズキ その他 低木

Ａ区間 日本銀行 ～ 市役所 ４～６車線
中央分離帯

／軌道敷
両側 3.0～7.0ｍ 〇 〇 〇

Ｂ区間 市役所 ～ 大甲橋 ６車線 軌道敷 両側 3.0～5.0ｍ 〇 〇

Ｃ区間 大甲橋 ～ 市立体育館 ６車線 軌道敷 両側 3.0～6.5ｍ 〇 〇

Ｄ区間 市立体育館 ～ 神水交差点 ２車線 軌道敷 両側 2.5～4.0ｍ 〇 〇

Ｅ区間 神水交差点 ～ 健軍電停 ２車線 軌道敷 両側 2.0～3.5ｍ 〇 〇

Ｆ区間 健軍電停 ～ 益城境界 ２～４車線 ― 両側 3.0～4.0ｍ 〇 〇 〇

街路樹
区間名 起終点

道路構造

車道 歩道

路　線 目標樹高(m)

ゾーン 既存樹木 新　稙 既存樹木 新　稙

イチョウ 円錐形 電車通りAゾーン 12 12 4.8 4.8

電車通りCゾーン 12 12 4.8 4.8

電車通りDゾーン 10 8 4 3.2

電車通りFゾーン 10 10 4 4

ケヤキ 盃状形 電車通りBゾーン － 12 － 7.2

ハナミズキ 盃状形 電車通りEゾーン 3 4 1.8 2.4

電車通りFゾーン 4 4 2.4 2.4

樹種 目標樹形
目標樹高にあった枝張り(m)

4

7

3

6

6

4

6

6

4

【昭和 39年】 電車通りに 
植えられるイチョウ(神水町) 

【広域位置図】 

 

【主要地方道熊本高森線 区間図】 
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5．区間ごとの整備計画 

【A区間／日本銀行～市役所】                                                       

1. 沿道環境  ： 市役所や大型商業施設、金融機関等があり、比較的高層なビルが連立する 

2 .  道路環境  ： 無電柱化済区間 ／ 一部市電の架空線有り ／ 標識・連続照明灯有り 

3. 街路樹状況 ： イチョウを主として計 105本（単独桝または植樹帯） 

樹高 10ｍ ／ 基本樹間 8ｍ ／ 幹回り 125cｍ ／ 植樹桝幅 1.5ｍ 

4. 主 な課 題 ： 根上りや樹形異常は比較的少ないが、樹勢衰弱、標識等の視認性低下、過密化等が見られる 

5. 整備方針  ：  

2024年までに安心安全に関わる樹木9本伐採、2029年までに他課題がある樹木18本伐採、1本補植（残り79

本）、残存するイチョウの樹高・樹冠を整える 

6. 更新サイクル ： 残存するイチョウは約 20年後の更新を基本とし、改めて評価する 

 
整備前 

 
整備 10年後 

【B区間／市役所～大甲橋】  ※重点区間                                                  

1. 沿道環境  ： 上通、下通の繁華街や鶴屋をはじめとした大型商業施設等の高層ビルが連立する 

2 .  道路環境  ： 無電柱化済区間 ／ 一部の架空線有り ／ 標識・連続照明灯有り 

3. 街路樹状況 ： ケヤキ 35本（単独桝または植樹帯） 

樹高 8ｍ ／ 基本樹間 8ｍ ／ 幹回り 125cｍ ／ 植樹桝幅 1.5m 

4. 主 な課 題 ： 樹木異常が多く、特に水道町付近は全てのケヤキに樹木異常が生じている 

5. 整備方針  ： 

2024 年までにケヤキ 35本の伐採を行い、植栽基盤の改良を行ったうえで、樹種を検討し 20本補植する。 

6. 更新サイクル ：約 20年後の更新を基本とし、改めて評価する 

 
整備前 

 
整備後のイメージ図 

 

【Ｃ区間／大甲橋～市立体育館】                                                     

1. 沿道環境  ： JR水前寺駅や商業施設、九州学院等の教育施設、観光地である水前寺江津湖公園を有する 

2 .  道路環境  ： 無電柱化済区間 ／ 一部の架空線有り ／ 標識・連続照明灯有り 

3. 街路樹状況 ： イチョウ 281本（単独桝または植樹帯） 

樹高 10ｍ ／ 基本樹間 6~12ｍ ／ 幹回り 120cｍ ／ 植樹桝幅 1.0~1.5ｍ 

4. 主 な課 題 ： 樹木間隔が狭く、根上りによる路面異常や、強剪定による樹形不良が多く見られる 

5. 整備方針  ：  

2024 年までに安心安全に関わる樹木 33 本伐採、2029 年までに他課題がある樹木 81 本伐採、2 本補植（残

り 169本）、残存するイチョウの樹高・樹冠を整える 

6. 更新サイクル ： 残存するイチョウは約 10年後の更新を基本とし、改めて評価する 

 

整備前 

 

整備 10年後 

【D区間／市立体育館～神水交差点】                                                 

1. 沿道環境  ： 砂取小学校や熊本商業高校の教育施設があり、その他商業施設や結婚式場を有する 

2 .  道路環境  ： 無電柱化済区間 ／ 一部の架空線有り ／ 標識・連続照明灯有り 

3. 街路樹状況 ： イチョウ 82 本（植樹帯） 

樹高 10ｍ ／ 基本樹間 6~8ｍ ／ 幹回り 110cｍ ／ 植樹桝幅 1.0ｍ 

4. 主 な課 題 ： 樹木間隔が狭く、照明や標識等に支障する可能性があるものが見られる 

5. 整 備 方 針 ：  

2024 年までに安心安全に関わる樹木 4 本伐採、2029 年までに他課題がある樹木 21 本伐採（残り 57 本）、

残存するイチョウの樹高・樹冠を整える 

6. 更新サイクル ： 残存するイチョウは約 10年後の更新を基本とし、改めて評価する 

 
整備前 

 
整備 10年後 

 



熊本高森線整備計画-3 

 

 

【E区間／神水交差点～健軍電停】                                                     

1. 沿道環境  ： 低層戸建の商店や病院、飲食店等が連立する 

2 .  道路環境  ： 無電柱化済区間 ／ 一部の架空線有り ／ 標識・連続照明灯有り 

3. 街路樹状況 ： ハナミズキ 23 本（植樹帯） 

樹高 3ｍ ／ 基本樹間 20~80ｍ ／ 幹回り 35cｍ ／ 植樹桝幅 0.5~1.0ｍ 

4. 主 な課 題 ： 一部のハナミズキに樹木異常が見られる 

5. 整備方針  ：  

2024年までに安心安全に関わる樹木 1本伐採（残り 22本） 

6. 更新サイクル ： 残存するハナミズキは衰弱あるいは危険度を有する状況を目途に更新を基本として評価する 

 

現況 

 

（高木配置図） 

【F区間／健軍電停～益城境界】                                                       

1. 沿道環境  ： 本区間には市電がなく、低層戸建の商店、飲食店や集合住宅等が連立する 

2 .  道路環境  ： 無電柱化済区間 ／ 一部の架空線有り ／ 標識・連続照明灯有り 

3. 街路樹状況 ： イチョウを主として計 132本（植樹帯） 

樹高 10ｍ ／ 基本樹間 6~12ｍ ／ 幹回り 120cｍ ／ 植樹桝幅 1.0ｍ 

4. 主 な課 題 ： 樹木間隔が狭く、照明や標識等に支障する可能性があるものが見られる 

5. 整 備 方 針 ：  

2024 年までに安心安全に関わる樹木 18 本伐採、2029 年までに他課題がある樹木 35 伐採（残り 79 本）、残

存するイチョウの樹高・樹冠を整える 

6. 更新サイクル ： 残存するイチョウは約 10年後の更新を基本とし、改めて評価する 

 
整備前 

 
整備 10年後 

 



－ 該当

砂取小学校

熊本県庁

陸上自衛隊健軍駐屯地

熊本市民病院

東町中学校

第二高校

サンロードシティ熊本

本 本 ㎡ ㎡ ㎡

クスノキ 550 サクラ 23 708.4 3724.7 1.2

トウカエデ 14 3082.2 947.2 102

サザンカ 138 175.5 3396.4

シャリンバイ 1 0.6

写真

① 樹勢衰弱・樹木異常 本 ％ 1､2､6

② 幅員不足 本 ％

③ 視距不良・視認性低下 本 ％ 3

④ 施設接触 本 ％ 4

⑤ 路面異常 本 ％ 5

⑥ その他 本 ％

⑦ 過密化 本 ％

⑧ 樹形不良 本 ％

⑨ 樹木並列 本 ％

⑩ 管理費 本 ％

⑪ 要望 本 ％

主な要望苦情

街路樹剪定のための車線規制が渋滞を助⾧するのでやめてほしい。

歩道の通行に支障している樹木の枝を撤去してほしい。

街路樹に害虫がいるので消毒してほしい。

無 0 0.00 地域からの要望が統一されている樹木

所見

本路線は、ほぼ全域にわたってクスノキの大木が連続し、路線100ｍ当たりの高中木は候補路線で最も多く、低木面積も熊本港線に次いで多
い。
安全・快適、景観の課題は10/11項目が該当し、特に安全・快適面でクスノキの巨木化に起因して［根上り等による路面異常］が全体の4分
の1にあたる樹木で発生しており、また自衛隊の防衛センサーへの接触なども併発している。100ｍ当たりの管理コストは、高中木、低木において他
路線と比較して最も高い。管理不全に伴い剪定等の要望も多いが、無理な強剪定が樹形不良に繋がっているような樹木もある。
本路線は、熊本県でも計画を策定して整備を進めており、本市としてもこれと整合を図った整備を進めていく必要があり、対応優先度は高い。

優先度判定
高 中 低
○

無

有 38 5.60

有 189 27.88 管理費が比較的高額な樹木

着眼点 項目 有無 詳細 備考

有 14 2.06

有 6 0.88

安
心
・
安
全

64 9.44

1.03

マメツゲ シャリンバイ

樹種 樹種

街路樹の課題

ヒラドツツジ ツツジ類 カンツバキ

草地 ツツジ類+

無電柱 自転車

③

④

⑤

⑥

路線
概況

本路線は、昭和62年に開通した熊本空港と市内を結ぶ幹線道路で 「 第二空港線 」 と呼ばれる。開通当時は、日本一のクス並木を持つと称された。
４車線道路で、歩道幅員は3.5m。全区間で無電柱化がなされ、また、交差点照明が設置されている。沿道は商業施設、社屋、病院、自衛隊、警察署、
行政官舎、住宅が点在している。路線延⾧6.0ｋｍ内に、クスノキを中心として約720本の高中木と、歩道及び中央分離帯に約12,000㎡の低木の植樹
帯がある。近年、自衛隊区間の中央分離帯に土系舗装による防草対策が実施、また、市民病院建設に伴いクスノキが線的に伐採されている。
なお、本路線区間には、同種の街路樹空間を一体的に整備することを目的として、自衛隊中通を含めることとし、県庁通りのクスノキ並木も整合を図る形で
検討を進める。

街
路
樹
量

高木 低木

沿道施設等

番号 名称

①

②

樹種 樹種 樹種

サツキﾂﾂｼﾞ ハマヒサカキ マサ土

⑦

街　路　樹　路　線　カ　ル　テ（令和3年8月）

路線名
道路級種 交通量

選定対象

区分 名称 ２環11放 緊急輸送 景観計画

主要地方道 益城大津線 ４種２級 33,000台／日 該当 １次 該当
関連計画

景
観 0 0.00

管
理

有 29 4.28

有

有 131 19.32

有 7

有 124 18.29

路線位置図

路線延⾧:5,310ｍ

写真１_起点

写真８_自衛隊中通 南→北写真７_第二高校前より南向き

写真６_東町２丁目交差点より北向き

写真５_自衛隊中通 北→南

写真２_錦ケ丘交差点から終点方面

写真３_市民病院前付近 写真４_終点

←写真２

写真１→

熊本益城大津線路線カルテ-1



［樹形不良］自然樹形と現況樹形との対比

ク
ス
ノ
キ

自然樹形 現況樹形
樹勢衰弱

要樹木診断(樹皮欠損･打診音異常)

視距不良

架空線接触

根上り

虫害(サザンカ)

根上り異種侵入(シンジュ)

低木生育不良

課題写真１

課題写真３

課題写真２

課題写真４

課題写真６

課題写真７ 課題写真８

課題写真５

熊本益城大津線路線カルテ-2
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主要地方道益城大津線 整備計画 令和 4年度改訂版 

1．本路線における街路樹 

1）整備背景 

本路線の沿線には、県木であるクスノキが主として植樹されている。本路線のクスノ

キは、熊本県が昭和 60 年度からの 10 年間で取り組んだ 「 くまもと緑の 3 倍増計

画 」 の中で植栽されたものであり、今日まで約 35 年間にわたり存在している。 

2）現在の概況（令和 3 年 8 月） 

路線延長 5.3ｋｍには、クスノキを中心として 726 本の高木と、約 12,000 ㎡

の低木の植樹帯がある。下記、Ｃ，Ｄ，Ｅ区間の中央分離帯は防草対策として土

系舗装が施され、またＣ区間のクスノキは市民病院の建設に伴い線的に伐採され

た。（詳細は街路樹カルテ参照） 

3）街路樹の課題 

本路線の街路樹が抱える課題として、巨木化に伴う根上りによる路面異常等が挙

げられるとともに、無理な強剪定に起因した樹形不良が多数見受けられる。（詳細

は街路樹カルテ参照） 

2．環境別区間設定 

路線の整備計画立案にあたっては、道路構造や街路樹状況が類似する範囲毎に区間を設定する。 

 

 

 

 

3．路線全体の整備方針 

道路緑化技術基準、益城大津線（第二空港線）街路樹管理に関する見直し改善方針［熊本県］、街路樹維持管理・改

善マニュアル［熊本県］及び本計画における再生の対応基準を本路線の課題にマッチングさせることを前提としたうえで、路線全体

の整備方針は以下のとおりとする。 

1. 県木であるクスノキが高中木全体の８割以上を占めており、整備当初のコンセプトを踏襲することを考慮し、樹種の

継続を基本とする 

2. 高木の管理目標樹形は自然樹形を基本とし、現況より樹冠を広げつつ景観や緑陰の確保に努める 

3. 自然樹形を前提に、道路幅員や現在の樹高を考慮したうえで樹木間隔は概ね 10～12ｍを確保する 

4. 街路樹再生の対応基準を踏まえつつ、路線の位置づけや上記１．～３．とのバランスを考慮し、高中低木の伐

採及び伐採により著しく連続性が損なわれる箇所の補植等の適正化を図る 

 

4．樹種別の理想樹形 

 

 

  クスノキ トウカエデ サザンカ シャリンバイ 低木

Ａ区間 県庁通り ４車線 ― 両側 2.0～3.5ｍ 〇 〇

Ｂ区間 東バイパス ～ 自衛隊正門前 ４車線 ― 両側 2.0～3.5ｍ 〇 〇

Ｃ区間 東町1丁目 ～ 東町2丁目 ４車線 中央分離帯 両側 1.0～3.5ｍ 〇 〇

Ｄ区間 東町2丁目 ～ 花立5丁目 ４車線 中央分離帯 両側 2.0～3.5ｍ 〇 〇 〇

Ｅ区間 花立5丁目 ～ 佐土原１丁目 ４車線 中央分離帯 両側 1.0～3.0ｍ 〇 〇

Ｆ区間 佐土原１丁目 ～ 行政界 ４車線 中央分離帯 両側 1.5～3.5ｍ 〇 〇 〇

G区間 自衛隊中通り ４車線 中央分離帯 両側
2.0～5.0ｍ

自転車道有
〇 〇 〇 〇 〇

区間名 起終点
道路構造 街路樹

車道 歩道

路　線 目標樹高(m)

ゾーン 既存樹木 新　稙 既存樹木 新　稙

クスノキ 球形 第二空港線Aゾーン 10 10 5 5

第二空港線Bゾーン 8 10 4 5

第二空港線Cゾーン 10 10 5 5

第二空港線Dゾーン 10 10 5 5

第二空港線Eゾーン 12 8 6 4

第二空港線Fゾーン 12 10 6 5

第二空港線Gゾーン 12 12 6 6

樹種 目標樹形
目標樹高にあった枝張り(m)

5

5

5

【主要地方道益城大津線 区間図】 

 

【広域位置図】 
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5．区間ごとの整備計画 

【A区間／県庁通り】                                                             

1. 沿 道 環 境 ： 熊本県庁、市上下水道庁舎、金融機関、砂取小学校、飲食店や商業施設等を有する 

2 .  道 路 環 境  ： 無電柱化済区間 ／ 架空線なし ／ 標識・連続照明灯有り 

3. 街路樹状況 ： クスノキ計 97 本（単独桝または植樹帯） 

樹高 8ｍ ／ 樹間 6~8ｍ ／ 幹回り 130cｍ ／ 植樹桝幅 1.0ｍ 

4. 主 な 課 題 ： 樹木間隔が狭く、また根上りによる路面異常等が見られる 

5. 整 備 方 針 ：  

2024 年までに安心安全に関わる樹木 36 本伐採、2029 年までに他課題がある樹木 8 本伐採（残り 53 本） 

6. 更新サイクル ： 残存するクスノキは約 20 年後の更新を基本とし、改めて評価する 

 
整備前 

 

整備 10 年後 

【B区間／東バイパス～自衛隊正門前】                                                  

1. 沿 道 環 境 ： 主に商業施設や飲食店などを有する 

2 .  道 路 環 境  ： 無電柱化済区間 ／ 一部架空線あり ／ 標識・交差点照明灯有り 

3. 街路樹状況 ： クスノキ計 86 本（植樹帯） 

樹高 8ｍ ／ 樹間 6~10ｍ ／ 幹回り 130cｍ ／ 植樹桝幅 1.0ｍ 

4. 主 な 課 題 ： 強剪定による樹形異常、根上りによる路面異常等が見られる 

5. 整 備 方 針  ：  

2024 年までに安心安全に関わる樹木 24 本伐採、2029 年までに他課題がある樹木 4 本伐採（残り 58 本）、残

存するクスノキの樹高・樹冠を整え、強剪定からの回復を図る 

6. 更新サイクル ： 残存するクスノキは約 20 年後の更新を基本とし、改めて評価する 

 

整備前 

 

整備 10 年後 

【Ｃ区間／東町 1丁目～東町 2丁目】                                                   

1. 沿 道 環 境 ： 北側に陸上自衛隊、南側に熊本市民病院を有する 

2 .  道 路 環 境  ： 無電柱化済区間 ／ 架空線なし ／ 標識・交差点照明灯有り 

3. 街路樹状況 ： クスノキ計 39 本（植樹帯） 

樹高 10ｍ ／ 樹間 10ｍ ／ 幹回り 180cｍ ／ 植樹桝幅 1.0ｍ 

4. 主 な 課 題 ： 巨木化し根上りによる路面異常、強剪定による樹形異常、歩道幅員不足等が見られる 

5. 整 備 方 針  ：  

2024 年までに安心安全に関わる樹木 25 本伐採、2029 年までに他課題がある樹木 0 本伐採（残り 14 本）、残

存するクスノキの樹高・樹冠を整え、強剪定からの回復を図る 

6. 更新サイクル ： 残存するクスノキは約 10 年後の更新を基本とし、改めて評価する 

 
整備前 

 
整備 10 年後 

【D区間／東町 2丁目～花立 5丁目】                                                

1. 沿 道 環 境 ： 北側に陸上自衛隊、南側に集合住宅団地を有する 

2 .  道 路 環 境  ： 無電柱化済区間 ／ 一部架空線あり ／ 標識・交差点照明灯有り 

3. 街路樹状況 ： クスノキを主として計 103 本（植樹帯） 

樹高 10ｍ ／ 樹間 10ｍ ／ 幹回り 130cｍ ／ 植樹桝幅 1.0ｍ 

4. 主 な 課 題 ： 根上りによる路面異常は比較的多く、強剪定による樹形異常等が見られる 

5. 整 備 方 針 ：  

2024 年までに安心安全に関わる樹木 16 本伐採、2029 年までに他課題がある樹木 12 本伐採（残り 75 本）、

残存するクスノキの樹高・樹冠を整え、強剪定からの回復を図る 

6. 更新サイクル ： 残存するクスノキは約 20 年後の更新を基本とし、改めて評価する 

 

整備前 

 

整備 10 年後 

  



益城大津線整備計画-3 

 

【E区間／花立 5丁目～佐土原１丁目】                                                      

1. 沿 道 環 境  ： 商業施設や金融施設、所々に高層マンションを有する 

2 .  道 路 環 境  ： 無電柱化済区間 ／ 一部架空線あり ／ 標識・交差点照明灯有り 

3. 街路樹状況 ： クスノキを主として計 40 本（植樹帯） 

樹高 12ｍ ／ 樹間 12ｍ ／ 幹回り 195cｍ ／ 植樹桝幅 1.0ｍ 

4. 主 な 課 題 ： 巨木化し根上りによる路面異常、連続的な歩道幅員不足が見られる 

5. 整 備 方 針 ：  

2024 年までに安心安全に関わる樹木 25 本伐採、2029 年までに他課題がある樹木 2 本伐採（残り 13 本）、残

存するクスノキの樹高・樹冠を整え、強剪定からの回復を図る 

6. 更新サイクル ： 前後区間の更新サイクルとの整合を図りつつ、改めて評価する 

 
整備前 

 
整備 10 年後 

【Ｆ区間／佐土原１丁目～行政境】                                                      

1. 沿 道 環 境 ： 商業施設、所々に高層マンションを有する 

2 .  道 路 環 境  ： 無電柱化済区間 ／ 一部架空線あり ／ 標識・交差点照明灯有り 

3. 街路樹状況 ： クスノキを主として計 54 本（植樹帯） 

樹高 12ｍ ／ 樹間 10~12ｍ ／ 幹回り 165cｍ ／ 植樹桝幅 1.0~1.5ｍ 

4. 主 な 課 題 ： 根上りによる路面異常が見られる 

5. 整 備 方 針 ： 課題があるクスノキを優先的に伐採（残存率 76％）し、残存するクスノキの樹高・樹冠を整える 

2024 年までに安心安全に関わる樹木 11 本伐採、2029 年までに他課題がある樹木 2 本伐採（残り 41 本）、残

存するクスノキの樹高・樹冠を整え、強剪定からの回復を図る 

6. 更新サイクル ： 残存するクスノキは約 10 年後の更新を基本とし、改めて評価する 

 

整備前 

 

整備 10 年後 

 

 

【Ｇ区間／自衛隊中通り】 ※第 2空港線以南は市電延伸計画があることから、ここでは以北の計画とする                                                           

1. 沿 道 環 境 ： 陸上自衛隊が存在する 

2 .  道 路 環 境  ： 電柱あり ／ 架空線あり ／ 標識・連続照明灯有り 

3. 街路樹状況 ： クスノキを主として計 159 本（植樹帯）、自衛隊中通り全体では計 284 本 

樹高 12ｍ ／ 樹間 10ｍ ／ 幹回り 155cｍ ／ 植樹桝幅 2.0~3.0ｍ 

4. 主 な 課 題 ： 樹木異常や樹形異常は比較的少ないが、植栽間隔が狭い 

5. 整 備 方 針  ：  

2024 年までに安心安全に関わる樹木 24 本伐採、2029 年までに他課題がある樹木 76 本伐採（残り 59 本、自

衛隊中通り全体では 184 本）、残存するクスノキの樹高・樹冠を整える 

6. 更新サイクル ： 残存するクスノキは、定期的な点検を行いつつシンボルツリーとしての保存を基本とする 

 

整備前 

 

整備 10 年後 

 

 


